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2023年度 事 業 報 告 書 
  2023年4月1日から2024年3月31日 

 
 特定非営利活動法人 なかのドリーム  
１ 事業の成果 
① 重症心身障害児のための児童発達支援と放課後デイサービス事業について。新規契約者が9名増えた。

内訳は、共働きで就学前に放課後デイ利用に向けて児童発達支援から契約したい方の新規が目立ち、
他は区内で受け入れ先がないため相談支援事業所からの紹介や、他の施設が合わなかったため口コミ
で申込があった。年度末にほとんど利用がなかった方2名が契約終了となったが、年度末の在籍者は児
発達支援で6名、放課後デイで29名、計35名となった。長期休暇中のみ利用の方もいるため、月の利用
者は25名前後だが、親の就労で固定曜日を希望する方が増え、日々7名～8名受け入れる日もある。実
際にはキャンセル率が平均15％あり、月の日々平均は4.76人となった。今年度は帝京平成大学看護学
部学生16名の研修を実地研修に戻し、13時から17時まで管理者や看護師のレクチャーに加え利用者の
処遇体験をおこなった。 

② 重度障害児者と難病患者、高齢者のための訪問介護事業を引き続き実施。介護度が重い利用者ばかり
なので、研修に時間がかかりヘルパーが不足している。常勤が１人でサービス提供責任者と管理者を
兼ねており負担が大きい。重症心身障害児者のケアができるヘルパー確保が大きな課題である。 

③ 事業継続計画を各事業所別に策定した。災害時利用者カード等作成し、災害時対応を準備した。 
④ 保護者からの子どもの健康や福祉サービス利用など地域生活に関する相談を受けた。リフト設置や在

宅レスパイト事業所、摂食、生活介護やお子さんの将来の相談など。 
⑤ 放課後デイサービス実施事業所の全国ネットワーク研修にオンラインで参加した。 
⑥ 外部活動として、中野区に医療的ケア児支援協議会が発足し、理事が委員として参加。こども家庭庁

の医療的ケア児支援者の研修に関する調査研究に委員として参加した。 
⑦ 重症心身障害児に対応できる訪問看護や訪問介護が少なく、相談支援で苦労するのが、事業所探しで

ある。中野区障害者自立支援協議会相談支援部会児童相談支援ワーキンググループや、中野区相談支
援専門員勉強会・交流会、事例検討会、又、医療的ケア児コーディネーターとして医療的ケア児等情
報連絡会に参加した。 

２ 事業の実施に関する事項 
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従事者 
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円） 

 

  
児童福祉法に
基づく障害児
通所支援事業 

 
重症心身障害児の放課後
デイサービス事業と児童
発達支援事業を実施 
 
・避難訓練 
【研修】 
・個人情報取り扱いにつ
いて 
・感染対策研修 
・中野区障害児通所支援
事業所研修会 
・重デイスキルアップ研
修 
・虐待防止・身体拘束適
正化研修 
・シブリングサポーター
研修 
・あそびのむし（おもち
ゃ美術館）研修 
 
【看護実習受け入れ】 
 
 
 

 
2023年4月～2024
年3月（242日） 
 
 
10/25 26 
 
4/26 
 
5/24 
7/10 
 
10/1 
 
1/24 
 
2/11 
 
11/15・11/22・12/
20・2/26・2/27 
 
 
10/16・11/27・12/
13・12/18・1/22・
2/5・2/19・3/7 
 

 
東京都

中野区 

 

 

中野区 

 

中野区 

 

中野区 

中野区 

 

ｵﾝﾗｲﾝ 

 

中野区 

 

武蔵野

市 

ｵﾝﾗｲﾝ 

 

 

中野区 

 

 

 
13人 
 
 
 

12人 
 

12人 
 

12人 
1人 
 

2人 
 

15人 
 

1人 
  
3人 
 

1人 

中野区及び近隣区在住の

重症心身障害児［放課後

デイサービス事業契約者

数31名（中野区17名・杉

並区12名・渋谷区2名）／

児童発達支援事業契約者

数6名（中野区3名・渋谷

区１名・千代田区1名・杉

並区1名）。のべ利用者数1

140名。1日平均利用者数

4.76名。 
 
研修・職員参加のべ43
人 
 
 
 
 
 
 
2人×8回＝16名 
 

 
39,964 
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（千円） 

 
医 療 及 び 福
祉、地域生活
にかかわる相
談支援事業 
 
 

 
重症心身障害児の家族の
社会生活、及び地域生活
における相談を受ける 

 
2023年4月～2024
年3月 

 
東 京
都 中
野区 

 
3人 

 
中野区及び近隣区在住
の重症心身障害児とそ
の家族 27人 

 
  0 

重症心身障害
児・者にかか
わる、保健、
医療又は福祉
の普及啓発及
びネットワー
ク構築活動 

1． ドリーム通信の発行 

2． 平成大学看護学科講
義・ 

3. こども家庭庁調査委
員受託 

4．社協いきいきﾌﾟﾗﾝ推進
委員会委員 

5. 中野区医療的ケア児支
援協議会 

20号、21号 

 

8/23 
 
8/9 11/30 12/1
8 3/4 
 
6月 9月 
12月 3月 
 
7月 3月 

東 京
都 

中 野
区 

中 野
区 

東 京
都 

 
中 野
区 

2人 

 

1人 

 1人 

 

2人 

 

1人 

重症心身障害児とその
家族や関係者300人 

看護学生100名 

 

全国 

社協及び区内福祉関係
者19名 

 

12名 

   23 

 

    0 

   0 
 
 
   0 
 
   0 

障害者の日常生
活及び社会生活
を総合的に支援
するための法律
に基づく障害福
祉サービス事業 

障害児者の訪問介護事業
（居宅介護・重度訪問介
護） 

2023年4月～2024
年3月 

居宅介護     

延べ 1997.5時間  

重度訪問介護   

延べ 3182.5時間 

東京都

中野区

及近隣

区 

2 2名
  

東京都中野区及び近隣
区在住の重度障害児者
17名、難病患者3名 

  22,574 

 

 

 

障害者の日常生
活及び障害者の
日常生活及び社
会生活を総合的
に支援するため
の法律に基づく
地域生活支援事
業 

障害児者の移動支援事業 2023年4月～2024
年3月 

延べ 194.5時間 

東 京 都

中 野 区

及 近 隣

区 

5名 東京都中野区及び近隣
区在住の障害児者  
6名 

   903 

 

介護保険法に基
づく居宅サービ
ス事業 

高齢者への訪問介護事業 2023年4月～2024
年3月 

延べ 1212時間 

東 京 都

中 野 区

及 近 隣

区 

7名 東京都中野区及び近隣
区在住の介護保険対象
者 6名 

   6,772 

 

介護保険法に基
づく居宅介護支
援事業 

居宅介護支援事業の準備 2024年3月 東 京 都

中野区 

1名 東京都中野区在住の介
護保険対象者 0名 

   0 

障害者の日常生
活及び障害者の
日常生活及び社
会生活を総合的
に支援するため
の法律に基づく
特定相談支援事
業 

特定相談支援事業 

サービス等利用計画作
成・モニタリング 

2023年4月～ 

2024年3月 

東 京 都

中野区 

2名 東京都中野区在住の重
症心身障害者 1名 

  48 

 
児童福祉法に基
づく障害児相談
支援事業 

障害児相談支援事業 

障害児支援利用計画作
成・モニタリング 

2023年4月～ 

2024年3月 

東 京 都

中野区 
2名 東京都中野区在住の重

症心身障害児 5名 
  242 

 

  


